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船舶事故調査報告書 

 

                              令和７年５月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和６年６月５日 ０８時４６分ごろ 

発生場所 佐賀県唐津市加部
か べ

島北東岸 

 肥前立石
たていし

埼灯台から真方位１３４°２８０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°３３.９′ 東経１２９°５３.１′） 

事故の概要  漁船２４帰
き

蝶
ちょう

は、西南西進中、海岸に乗り揚げた。 

 ２４帰蝶は、船首部船底の破口等を生じた。 

事故調査の経過  令和６年６月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 ２４帰蝶、１９トン 

 ＮＳ２－２３５２３（漁船登録番号）、株式会社はまだ漁業（Ａ

社） 

 ３２.５０ｍ×５.０１ｍ×１.６３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、８０９.０kＷ、令和２年５月８日 

 第２９２－５２６８６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ２７歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２９年３月１０日 

  免許証交付日 令和３年１０月２１日 

         （令和９年３月９日まで有効） 

甲板員Ａ ３２歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２５年３月２２日 

  免許証交付日 令和３年１０月２１日 

         （令和８年１０月２０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首部船底に破口、プロペラ翼及びプロペラ軸に曲損、シューピース

に折損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 
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 事故の経過  本船は、まき
．．

網漁業に従事する運搬船兼探索船で、船長及び甲板員

Ａほか１人（以下「甲板員Ｂ」という。）が乗り組み、まき
．．

網漁を行

う目的で、長崎県壱岐
い き

市壱岐島北方の漁場に向け、令和６年５月２９

日０９時００分ごろ僚船と共に長崎県佐世保
さ せ ぼ

市神崎
こうざき

漁港を出航した。 

 本船は、漁場で漁獲物を積み込み、価格等に応じて近隣の魚市場で

水揚げを行い、再び漁場に戻ることを繰り返しており、６月４日１４

時００分ごろ福岡県福岡市博多港の魚市場の岸壁に着岸して空の魚倉

に約２０ｔの氷を積載し、５日０４時００分ごろ水揚げを行った後、

０６時１５分ごろ神崎漁港に向けて帰航を開始した。 

 船長は、レーダー２台及びＧＰＳプロッターを作動させ、操船に当

たっていたところ、出航作業を終えた甲板員Ａが昇橋してきたので、

操船を委ねることとし、眠気を感じるなどした場合には起こすように

指示を与え、０６時２５分ごろ操船を交替し、操舵室の船尾側に設け

られた寝台で仮眠を取ることとした。 

 甲板員Ａは、操舵室右舷側に設けられた背もたれ付きの操縦席に腰

を掛け、自動操舵で操船に当たり、０７時１２分ごろ、福岡市西浦埼

北方沖で、本船を約１１ノットの対地速力で西南西進させた。 

 甲板員Ａは、０８時３０分ごろ、右舷船首方に次の変針目標となる

呼子
よ ぶ こ

平瀬を認めて、変針点が近づいたことを認識した際、周囲に他船

を認めず、定係地に帰航する安心感もあって気が緩み、眠気を感じた

が、船長を起こすほどの強い眠気ではないと思い、船長を起こさずに

操船を続けた。 

 甲板員Ａは、ふだん操船中に眠気を感じた際には、煙草を吸った

り、立ち上がって体を動かしたりするなどして眠気を払拭するよう努

めていたが、軽い眠気であったので我慢できると思い、操縦席に腰を

掛けた姿勢のまま操船に当たっていたところ、居眠りを始めた。 

 本船は、変針予定地点を通過して西南西進を続け、０８時４６分ご

ろ、同じ速力のまま、船首部が加部島北東岸に乗り揚げた。 

 甲板員Ａは、衝撃を感じて目を覚まし、船首方に断崖を見て本船が

海岸に乗り揚げたことに気付き、主機回転数を落としてクラッチを中

立とした。 

 船長は、衝撃を感じて目を覚まし、周囲を見渡して本船が乗り揚げ

ていることに気付き、甲板員Ａ及び甲板員Ｂに怪我
け が

がないこと及び本

船に浸水がないことを確認した後、クラッチを後進に入れ、主機回転

数を上げて離岸を試みたが離岸できず、携帯電話で僚船に救助を要請

するとともに、Ａ社に本事故の発生を報告した。 

 船長は、船体を軽くすれば離岸できるかもしれないと考え、積載し

ていた氷を甲板員２人と共に捨てていたところ、海岸に乗り揚げてい

る本船を目撃した人による通報を受けて来援した巡視艇の乗組員に被
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害の状況を尋ねられ、本船には浸水がなく、けが人がいないこと等を

説明した。 

（写真１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本事故発生約２時間後の本船の状況 

 

 本船は、積載していた氷が全て捨てられたものの、離岸できず、下

げ潮によって船尾部までが乗り揚げた状態となって船体が傾斜し、プ

ロペラ翼等が海底に接触して曲損を生じ、自力での航行が不可能と 

なった。 

 本船は、上げ潮を待って来援した僚船によって海岸から引き出さ

れ、佐世保市所在の造船所までえい
．．

航された。 

（付図１ 航行経路図 参照） 

 その他の事項  本船は、船長が主に出入航時及び操業中に操船し、その他の航行中

は甲板員Ａ及び甲板員Ｂが交替して操船に当たっていた。 

 甲板員Ａは、甲板員Ｂと交互に休憩を取ることができており、疲労

が通常よりも蓄積されている状況ではなく、健康状態は良好であっ

た。 

 本船では、当直者の動きを感知しない時間が続いた場合に警報を発

する装置が操舵室に設置されていたが、当直者が眠っていなくても動

きを感知しなければ警報を発し、同警報が寝台で仮眠中の船長にも聞

こえてしまうので、作動しないように電源が切られていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、加部島東方沖を自動操舵で西南西進中、甲板員Ａが、眠気

を感じたものの、操縦席に腰を掛けて操船に当たり、居眠りしたこと

から、変針予定地点を通過してそのまま西南西進を続け、加部島北東

岸に乗り揚げたものと考えられる。 

 甲板員Ａは、周囲に他船を認めず、海上も平穏であり、眠気を感じ

るようになったが、軽い眠気であったので我慢できると思い、操縦席

海上保安庁提供（１０時２０分ごろ撮影） 
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に腰を掛けた姿勢のまま操船したことから、眠くなって居眠りしたも

のと考えられる。 

 本船は、当直者の動きを感知しない時間が続いた場合に警報を発す

る装置が操舵室に設置されていたが、当直者が眠っていなくても動き

を感知しなければ警報を発し、同警報が寝台で仮眠中の船長にも聞こ

えてしまうことから、同装置を作動させていなかったものと考えられ

る。 

原因  本事故は、本船が、加部島東方沖を自動操舵で西南西進中、甲板員

Ａが、眠気を感じたが、操縦席に腰を掛けて操船に当たり、居眠りし

たため、変針予定地点を通過して加部島に向かって航行を続け、同島

北東岸に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航海当直を行う者は、眠気を感じた場合、操縦席から立ち上がっ

たり、手動操舵に切り替えたりするなど、居眠り運航の防止措置

を採ること。 

 ・航海当直を行う者は、当直をする際に受けた船長の指示に従うこ

と。 

・当直者の動きを感知しない時間が続いた場合に警報を発生する装

置が設置されている船舶の船長は、同装置を常に作動させておく

こと。 

・船長は、船舶事故が発生した場合、適切な助言や支援を得られる

よう、速やかに海上保安庁に通報すること。 
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付図１ 航行経路図 
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表１ 本船のＧＰＳプロッターの位置情報（抜粋） 

時 刻※ 

（時：分：秒） 

船 位※ 

北 緯 

（°） 

東 経 

（°） 

06:15:21 33.5977517 130.3874817 

06:20:00 33.6073150 130.3767850 

06:25:00 33.6169017 130.3620600 

06:30:00 33.6260833 130.3469700 

06:35:00 33.6337850 130.3309633 

06:40:00 33.6404833 130.3141933 

06:45:01 33.6459000 130.2972567 

06:50:01 33.6510500 130.2794800 

06:55:00 33.6561167 130.2619483 

07:00:02 33.6596683 130.2449333 

07:05:00 33.6647150 130.2275383 

07:10:00 33.6706500 130.2110133 

07:15:01 33.6718483 130.1933133 

07:20:00 33.6649017 130.1766200 

07:25:00 33.6583183 130.1598967 

07:30:01 33.6520500 130.1429283 

07:35:01 33.6455650 130.1262200 

07:40:00 33.6388517 130.1094967 

07:45:00 33.6326183 130.0926050 

07:50:00 33.6262517 130.0757600 

07:55:00 33.6202500 130.0588067 

08:00:01 33.6146500 130.0417017 

08:10:00 33.6025350 130.0081017 

08:15:00 33.5963167 129.9910883 

08:20:01 33.5906833 129.9733733 

08:25:00 33.5858150 129.9555050 

08:30:01 33.5811350 129.9375000 

08:35:00 33.5766483 129.9199217 

08:40:00 33.5713150 129.9032133 

08:45:00 33.5658833 129.8860467 

08:50:01 33.5654000 129.8840783 

※船位は、操舵室上方に設置されたＧＰＳアンテナ位置である。 

 


